
お取扱期間

ご利用
頂ける方

　　　　　出雲崎支店　0258-78-2236　安田支店　0257-23-2402　小国支店　0258-95-2255

　　　　　柏 崎 支 店　0257-24-1074　西山支店　0257-48-2136　寺泊支店　0258-75-3234

　　　　　相 川 支 店　0259-74-2274

令和　2年　3月17日現在

申込み
必要書類

・過去３期分の決算書（確定申告書、科目明細を含む）、残高試算表
・新型コロナウイルス感染拡大による売上減少等の状況がわかる書類
・その他、融資審査上必要な書類

その他
・融資審査の結果、ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承下さい。
・詳しくは、当組合本支店窓口へお問い合わせ下さい。

新　　潟　　大　　栄　　信　　用　　組　　合
　　　　　本　　 　　店　0256-97-2101　与板支店　0258-72-3117　和島支店　0258-74-3121

ご融資形態 証書貸付

ご返済方法 原則元金均等分割返済
(個別にご相談させて頂きます)

担　保・
連帯保証人

個別にご相談させて頂きます。
(信用保証協会の保証をご利用頂く場合は、所定の保証料が必要となります)

ご融資期間 １０年以内(据置期間２年以内を含みます)

ご融資利率

　　　　　　　３年以内　　　　　年０．９５％
　　　　　　　３年超５年以内　　年１．１５％
　　　　　　　５年超７年以内　　年１．３５％
　　　　　　　７年超１０年以内　年１．５５％

変動金利型

・借入後の利率は、基準となる長期プライムレートの変更に伴い、その変動幅と同じ幅だけ引き下
げ、または引き上げられます。

「新型コロナウイルス対策融資」
の　ご　案　内

令和　２年　３月１７日から令和　３年　３月３１日まで

以下の、①及び②の条件を満たす組合員の方
①当組合の営業エリア内で事業を営む法人、個人事業主
②新型コロナウイルスの感染拡大に伴う売上減少等により、経営の安定に支障を来して
いる、或いは今後来す恐れがあること。

お使いみち 長期運転資金(他金融機関の借換資金を含みます)

ご融資金額 １事業者３，０００万円以内


